
45 広報日高川町2022.7広報日高川町2022.7

■お問合せ　総務課 ☎２２-１７００  e-mail：soumu@town.hidakagawa.lg.jp

令和5年４月採用　日高川町職員採用試験のお知らせ
受付期間	 令和４年７月２５日(月)～令和４年８月１９日(金)
	 土･日･祝日を除き、8:30〜17:15まで　郵送の場合は、８月19日(金)の消印有効
試験日時	 一次試験　令和4年９月１8日(日)
	 二次試験　令和4年１０月１6日(日)　
試験場所	 日高川町防災センター（変更する場合があります）

1 採用予定職種及び人数
	 ○一般行政職…3名程度　○保健師…１名程度　○看護師…１名（美山地内の診療所に勤務）
2 受験資格
	 〇一般行政職　平成５年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた人
	 〇保　健　師　昭和６３年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた人で、保健師免許を有する人、
	 　　　　　　　または令和５年３月末日までに免許を取得見込の人
	 〇看　護　師　昭和４８年４月２日以降に生まれ、看護師の免許を有する人

3 試験の方法及び内容
	 一次試験…令和４年９月１８日(日)	 〇一般行政職：教養試験、作文試験、事務適性検査、適性検査
	 	 〇保　健　師：教養試験、作文試験、適性検査
	 	 〇看　護　師：作文試験、適性検査

	 二次試験…令和４年１０月１６日(日)　一次試験合格者を対象に面接を予定しています。
4 合否発表
	 一次試験　１０月初旬に本人宛に文書で通知します。
	 二次試験　１０月下旬に本人宛に文書で通知します。
5 受験手続について
　（１）申込用紙・試験案内配布場所
	 和歌山県日高郡日高川町土生１６０番地	日高川町役場　総務課
	 和歌山県日高郡日高川町高津尾２９番地	日高川町役場中津支所　中津地域振興課
	 和歌山県日高郡日高川町川原河２０２番地	日高川町役場美山支所　美山地域振興課

※日高川町のホームページ(http://www.town.hidakagawa.lg.jp/)からもダウンロードできます（申込用紙は表面と裏面を両面印刷してご使用ください）。
※郵送による請求の場合は、封筒の表に｢職員採用試験申込書請求｣と朱書きし、８４円切手を貼った宛先明記の返信用封筒(長形３号封筒〈Ａ４用紙の三つ
　折りサイズが入る大きさ〉)を必ず同封して、日高川町役場総務課あてに請求してください。

　（２）申込方法
所定の「申込書」に必要事項を記入のうえ写真を貼付し、次の書類を添えて、日高川町役場総務課、中津支所地域振興
課、美山支所地域振興課のいずれかに直接持参するか、または日高川町役場総務課へ郵送してください。郵送する場合は、
封筒の表に「職員採用試験申込書在中」と朱書きしたうえで必ず簡易書留にしてください。

	 　□一般行政職・・最終学校卒業証明書または卒業見込み証明書
	 　□保　健　師・・資格取得証明書の写し（または資格取得見込証明書）
	 　□看　護　師・・看護師免許証の写し
　（３）受験票の交付

受付期間終了後、採用試験申込書を受理した人に受験票を郵送しますが、８月３１日（水）までに受験票が届かない場合は、
総務課(☎２２－１７００)までお問合せください。

6 採用予定時期	 令和５年４月１日　
7 給与等　給与、手当等については日高川町職員の給与に関する条例の規定により支給されます。
8 その他	 ①	試験当日は、受験票、筆記用具を必ず持参してください。
	 	 ②	受験票は最終の合否が出るまで大切に保管してください。
	 	 ③	試験結果に対する電話でのお問合せには一切応じられませんので、ご了承ください。
	 	 ④	各学校等卒業見込みの人が卒業できなかった場合、資格取得見込みの人が資格を取得できなかった場合は、
	 	 　	試験合格者であっても採用を取り消します。

「教 養 試 験」…職務遂行に必要な基礎的な知識、思考力についての筆記試験で、高等学校卒業程度の試験（択一式）
「適 性 検 査」…公務員に求められる資質に関し、性格傾向の面からみる検査
「作 文 試 験」…文章による表現力、課題に対する理解力等についての記述試験
「事務適性検査」…事務職員としての適応性を、正確さ、迅速さ等の作業能力の面からみる検査（択一式）

　■お問合せ　住民課 ☎22-1701
　　　　　　　厚生労働省 コールセンター ０１２０-４００-９０３ （受付時間:平日9:00～18:00）

令和４年度 子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
子育て世帯の支援のため､ 給付金の支給を実施します!

１. 支給対象者

2. 支給額 

3. 給付金の支給手続 

①②の両方に当てはまる方 (※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

■	支給にあたっては､ 申請が不要な場合と必要な場合があります。	必ず下記の支給手続きをご確認
　	ください。	＊お問合せは、下記までお電話ください。	

	Ⅰ. 令和4年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

　▶	給付金は､ 申請不要で受け取れます。	
 Ⅱ. 上記以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）

　▶	給付金を受け取るには､ 申請が必要です。	
　▶	申請書に振込先口座などを記入して､ 必要書類とともに住民課窓口に直接または郵送でご提

出ください。	
　▶	給付金の支給要件に該当する方に対して､ 申請内容を確認して指定口座に振り込みます。

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取 ”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場
合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

児童1人当たり　一律５万円

①	 令和4年３月３１日時点で18歳未満の児童 (障害児の場合､ 20歳未満 )	を
	 養育する父母等	(※令和5年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)	
②	 ■令和4年度住民税（均等割）が非課税の方
	 　　または
	 ■令和4年１月１日以降の収入が急変し、	住民税非課税相当の収入となった方

!

　保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられない場合があります。経済的
な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な
場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料
免除制度」や「納付猶予制度」が利用できます。令和4
年度の免除等の受付は7月から開始され、令和4年7
月分から翌年6月分までの期間を対象として審査を行

いますので、住民課および支所・出張所にて申請手続
きを行ってください。
　また、申請ができる過去期間については、申請書を
提出した日から2年1ヶ月前までとなります。申請を忘
れていたために未納期間を有している方等は、一度、
役場（住民課、支所、出張所）もしくは年金事務所へご
相談ください。

 ■お問合せ 住民課 ☎22-1701 / 中津地域振興課 ☎23-9503 / 美山地域振興課 ☎23-9505 / 寒川出張所 ☎58-0001

国民年金保険料免除等の申請について


